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議案第２５号 

 

平成３０年度嘉島町簡易水道事業特別会計予算 

 

平成３０年度嘉島町の簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２２,２９９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率

及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２０,０００千円と定める。 

 

 

平成３０年３月２日提出 

嘉 島 町 長  荒 木 泰 臣  



第１表　歳入歳出予算

項 金額

（単位：千円）

款

歳　入
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 1  国庫補助金 1,764 

 1  国庫補助金 1,764 

 2  繰入金 16,935 

 1  一般会計繰入金 16,935 

 3  繰越金 500 

 1  繰越金 500 

 5  町債 3,100 

 1  町債 3,100 

歳　入　合　計 22,299 

項 金額

（単位：千円）

款

歳　出

 1  事業費 20,389 

 1  総務費 551 

 2  事業費 19,838 

 2  公債費 1,410 

 1  利子 1,410 

 3  予備費 500 

 1  予備費 500 

歳　出　合　計 22,299 
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第 ２ 表  地 方 債 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 

簡 易 水 道 事 業 ３,１００ 証 書 借 入 

 

 

年１０％以内 

ただし、利率見直し

方式で借り入れる政府

資金及び機構資金につ

いて、利率の見直しを

行った後においては、

当該見直し後の利率 

 

 

４０年以内 

（うち据置期間５年以内） 

 半年賦元利均等償還又は半年賦

元金均等償還等 

 ただし、町財政の都合により、

繰上償還をなし、又は低金利債に

借換えをすることができる。 

計 ３,１００ 
   

 



款

歳入歳出予算事項別明細書

本年度予算額

１．総　　括
（歳入）

比較前年度予算額

（単位：千円）

- 4 -

△52,569 54,333 1,764  1  国庫補助金

211 16,724 16,935  2  繰入金

0 500 500  3  繰越金

△106,200 109,300 3,100  5  町債

△158,558 180,857 22,299 歳　入　合　計

款 比較本年度予算額

（歳出）

前年度予算額

本年度予算額の財源内訳

（単位：千円）

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

△159,618  1  事業費 15,525 1,764 3,100 20,389 180,007 

1,060  2  公債費 1,410 1,410 350 

0  3  予備費 500 500 500 

△158,558 歳　出　合　計 22,299 180,857 17,435 1,764 3,100 



２．歳　　入

（款）  1 国庫補助金 （項）  1 国庫補助金 （単位：千円）

目 比較本年度 前年度
区分 金額

説　　　　　　　明
節

△52,569 1 簡易水道事業国庫補助金 54,3331,764 ･簡易水道等施設整備費国庫補助金 1 簡易水道事業国 1,764

   庫補助金

△52,5691,764 54,333計

（款）  2 繰入金 （項）  1 一般会計繰入金

211 1 一般会計繰入金 16,72416,935 ･一般会計繰入金 1 一般会計繰入金 16,935

21116,935 16,724計

（款）  3 繰越金 （項）  1 繰越金

0 1 繰越金 500500 ･前年度繰越金 1 前年度繰越金 500

0500 500計

（款）  5 町債 （項）  1 町債

△106,200 1 町債 109,3003,100 ･簡易水道事業債 1 簡易水道事業債 3,100

△106,2003,100 109,300計
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３．歳　　出
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（単位：千円）（款） （項）  1 総務費 1 事業費

説　　　　　　　明

節

区　分一般財源 金　額
目

その他

特　定　財　源

本年度予算の財源内訳

比較

国県支出金 地方債

本年度 前年度

551340 1 一般管理費 211551 ･職員普通旅費 9 旅費 16

･消耗品費11 需用費 50

･損害保険料等12 役務費 192

･除草等業務委託料13 委託料 100

･熊本県簡易水道協会負担金19 負担金、 193

   補助及び

   交付金

340551 211計 551

（款） （項）  2 事業費 1 事業費

14,974△159,958 1 施設整備費 179,79619,838 1,764 3,100 ･職員給 2 給料 5,550

360･扶養手当 3 職員手当 4,927

642･住居手当   等

24･通勤手当

1,350･期末手当

965･勤勉手当

80･時間外勤務手当

425･児童手当

1,081･退職手当負担金

･共済組合負担金 4 共済費 1,749

･消耗品費11 需用費 100

･測量設計委託料13 委託料 5,292

･敷地借上料14 使用料及 120

   び賃借料

･工事請負費15 工事請負 2,000

   費

･事業損失補償費22 補償、補 100

   填及び賠

   償金

△159,95819,838 179,796計 1,764 3,100 14,974



（款） （項）  1 利子 2 公債費

説　　　　　　　明

節

区　分一般財源 金　額
目

その他

特　定　財　源

本年度予算の財源内訳

比較

国県支出金 地方債

本年度 前年度

1,4101,060 1 利子 3501,410 ･利子23 償還金、 1,410

   利子及び

   割引料

1,0601,410 350計 1,410

（款） （項）  1 予備費 3 予備費

5000 1 予備費 500500

0500 500計 500
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( )

( )

( )

（注） 　（　　）内は、短時間勤務職員

給 与 費 明 細 書

（千円）

1　一 般 職

（１） 総 括

合 計
給 料 職 員 手 当

給 与 費
共 済 費

職員手当

の 内 訳

100

80

（人） （千円） （千円）

1,604

比 較

本 年 度 5,550 3,421 8,971 1,749

2

10,720

区 分
職 員 数

2

9,413前 年 度 5,161 2,648

（千円）
計

389 773

特 殊 勤
務 手 当

1,162 145 1,307

住 居 手 当
時 間 外
勤 務 手 当

（千円）

備 考

扶 養 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 通 勤 手 当

7,809

区 分

本年度

前年度

1,350

1,225

24

24

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

360

192

168

宿 日 直
手 当

642

318

324125

965

管 理 職
手 当

△ 20比 較 176

789



平成29年12月

給　　　　　料

時間外勤務手当

管理職手当100

13 管理職員特別勤務手当

1月 2名

扶養手当

人事異動

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増 減 額
（千円）　　

増 減 事 由 別 内 訳
（千円）　　

備 考説 明

給与改定実施時期

給与改定率　　　1.16%

389

185

給 与 改 定 に 伴 う
増 減 分

60

132

昇 給 に 伴 う

増 加 分
197

そ の 他 の 増 減 分

職 員 手 当

588そ の 他 の 増 減 分

773

勤勉手当

通勤手当

制 度 改 正 に 伴 う

増 減 分

勤勉手当

住居手当

期末手当

72

昇給率

昇給期別職員数

3.75%

特別昇給

△ 20

住居手当

通勤手当

76

時間外勤務手当

管理職手当

特殊勤務手当

96扶養手当

期末手当 管理職員特別勤務手当112

特殊勤務手当

宿日直手当

宿日直手当324
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（３）給料及び職員手当の状況　 初任給、級別の標準的な職務の内容、期末手当・勤勉手当、定年退職及び勧奨退職係る退職手当、その他の手当は、一般会計予算書と同様

295,354

30.21平 均 年 齢

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ 日 現 在

平 均 給 料 月 額

ア  職員１人当り給与

区 分 一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

（円）

（円）

平 均 給 料 月 額 （円） 210,200

平 均 給 与 月 額平 成 ２ ９ 年 １ 月 １ 日 現 在

227,100

平 均 給 与 月 額

（歳）

231,900

平 均 年 齢 （歳） 29.21

（円）



( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

(注) （　）内は、短時間勤務職員

計 2 100.0 計

６ 級

４ 級

５ 級

３ 級

４ 級

２ 級

３ 級

１ 級

２ 級

平 成 ２ ９ 年 １ 月 １ 日 現 在

１ 級 2 100.0

計 2 100.0 計

６ 級

４ 級

５ 級

３ 級

４ 級

２ 級

３ 級

１ 級

２ 級 2 100.0

職 員 数 （人） 構 成 比 （％）

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ 日 現 在

１ 級

イ　級別職員数

区 分
一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

級 職 員 数 （人） 構 成 比 （％） 級
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（注） 派遣職員・短時間勤務職員は含まない

復職時 調整 （人）

比 率 （ Ｂ ） ／ （ Ａ ） （％） 100.0 100.0

６号給 （人）

８号給 （人）

３号給 （人）

４号給 （人） 2 2

１号給 （人）

２号給 （人）

本

年

度

号級数別内訳
４号給

比 率 （ Ｂ ） ／ （ Ａ ）

前

年

度

職 員 数

昇 給 に 係 る 職 員 数

号級数別内訳

昇給なし

ウ　昇給

区 分 合 計
代 表 的 な 職 種

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

職 員 数 （A) （人） 2 2

昇給なし （人）

昇 給 に 係 る 職 員 数 （B） （人） 2 2

２号給 （人）

（人） 1 1

（人）

１号給 （人）

復職時 調整 （人）

３号給

８号給 （人）

６号給 （人） 1 1

（％） 100.0 100.0

（A) （人） 2 2

（B） （人） 2 2

（人）



214,600

214,600合 計

平成 ３ ０ 年 度末
現 在 高 見 込 額平成 ３ ０ 年 度中

元金償還見込額

平 成 ３ ０ 年 度 中 増 減 見 込 額

簡易水道事業債

217,700

１． 50,900

地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末

及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 に 関 す る 調 書

03,100

3,100

50,900

214,600

50,900

普 通 債

（1）

（単位：千円）

217,700

0 217,700

0

区 分

3,100

平成 ２ ８ 年 度末
現 在 高

平成 ２ ９ 年 度末
現 在 高 見 込 額 平成 ３ ０ 年 度中

起 債 見 込 額
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